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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釦型電池（１２）と、アンテナが配置された回路基板（１５）と、前記釦型電池（１２
）および前記回路基板（１５）を積層配置して格納するケースと、を備え、前記釦型電池
（１２）を電源として前記アンテナより送信電波を送信する携帯型送信機（１）であって
、
　前記ケースは、第１のケース部材（１０）および第２のケース部材（１１）を嵌合する
ことにより構成されるようになっており、
　前記第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、前記釦型電池（１２）を
収納するための凹部（１０ａ）が形成され、
　更に、前記第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、前記回路基板（１
５）を係止するための係止部（１０ｂ）が形成されており、
　前記回路基板（１５）の外形は円形状となっており、当該回路基板（１５）の直径は前
記釦型電池（１２）の直径よりも大きくなっており、
　前記アンテナは、前記釦型電池（１２）の外周よりも外側の領域に配置されており、
　前記凹部（１０ａ）に前記釦型電池（１２）が収納され、前記係止部（１０ｂ）により
前記回路基板（１５）が係止された状態で、前記回路基板（１５）の一面と前記釦型電池
（１２）の一面とが接合され、前記第１のケース部材（１０）および前記第２のケース部
材（１１）が嵌合していることを特徴とする携帯型送信機。
【請求項２】
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　釦型電池（１２）と、アンテナが配置された回路基板（１５）と、前記釦型電池（１２
）および前記回路基板（１５）を積層配置して格納するケースと、を備え、前記釦型電池
（１２）を電源として前記アンテナより送信電波を送信する携帯型送信機（１）であって
、
　前記ケースは、第１のケース部材（１０）および第２のケース部材（１１）を嵌合する
ことにより構成されるようになっており、
　前記第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、前記釦型電池（１２）を
収納するための凹部（１０ａ）が形成され、
　更に、前記第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、前記回路基板（１
５）を係止するための係止部（１０ｂ）が形成されており、
　前記釦型電池（１２）は、当該釦型電池（１２）の中心位置と前記回路基板（１５）の
中心位置とが異なるように偏芯して配置され、前記回路基板（１５）上において、前記釦
型電池（１２）および前記回路基板（１５）の積層方向に前記釦型電池（１２）の外形と
重ならない領域が広域化されており、
　前記アンテナは、前記広域化された領域を利用して配置されており、
　前記凹部（１０ａ）に前記釦型電池（１２）が収納され、前記係止部（１０ｂ）により
前記回路基板（１５）が係止された状態で、前記回路基板（１５）の一面と前記釦型電池
（１２）の一面とが接合され、前記第１のケース部材（１０）および前記第２のケース部
材（１１）が嵌合していることを特徴とする携帯型送信機。
【請求項３】
　前記アンテナは、直交するように配置された２つの１軸アンテナ素子（１６ａ、１６ｂ
）により構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の携帯型送信機。
【請求項４】
　前記アンテナは、前記回路基板（１５）に配線パターンとして形成されたパターンアン
テナ（１７）により構成されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに
記載の携帯型送信機。
【請求項５】
　前記回路基板（１５）の一面側に、直交するように２つの１軸アンテナ素子（１６ａ、
１６ｂ）が配置され、前記回路基板（１５）の他面側に、パターンアンテナ（１７）が配
線パターンとして形成されていることを特徴とする請求項４に記載の携帯型送信機。
【請求項６】
　前記釦型電池（１２）および前記回路基板（１５）の積層方向から見た前記ケースの外
形が円形となっていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載の携帯型
送信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釦型電池を電源としてアンテナより送信電波を送信する携帯型送信機に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両のドアの施錠、解錠、車両のエンジン等の始動を行うキーレスエントリシス
テムにおいては、ユーザが所持する送信機と、車両に搭載された車両側機器との間で、送
信機の照合のための電波の送受信を行うようになっている。
【０００３】
　このようなキーレスエントリシステムでは、送信機の小型化を図るため、腕時計の中に
、釦電池と、この釦電池と積層配置するようにアンテナを搭載した基板を格納したものが
ある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１８７５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された送信機は、釦電池を支持するための電池支
持枠を用いて釦電池を支持するようになっており、アンテナを搭載した基板を電池支持枠
とともにネジ固定した後、この電池支持枠に釦電池を挿入し、更に、腕時計の裏面側の蓋
部をネジ固定するようになっているので組み付け性が良くないといった問題がある。また
、電池支持枠により無駄なスペースが取られてしまうので、小型化の点においても好まし
くない。
【０００６】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、送信機の小型化と組み付け性の向上を図ることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、釦型電池（１２）と、アンテナが
配置された回路基板（１５）と、釦型電池（１２）および回路基板（１５）を積層配置し
て格納するケースと、を備え、釦型電池（１２）を電源としてアンテナより送信電波を送
信する携帯型送信機（１）であって、ケースは、第１のケース部材（１０）および第２の
ケース部材（１１）を嵌合することにより構成されるようになっており、第１、第２のケ
ース部材（１０、１１）のいずれかには、釦型電池（１２）を収納するための凹部（１０
ａ）が形成され、更に、第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、回路基
板（１５）を係止するための係止部（１０ｂ）が形成されており、回路基板（１５）の外
形は円形状となっており、当該回路基板（１５）の直径は釦型電池（１２）の直径よりも
大きくなっており、アンテナは、釦型電池（１２）の外周よりも外側の領域に配置されて
おり、凹部（１０ａ）に釦型電池（１２）が収納され、係止部（１０ｂ）により回路基板
（１５）が係止された状態で、回路基板（１５）の一面と釦型電池（１２）の一面とが接
合され、第１のケース部材（１０）および第２のケース部材（１１）が嵌合していること
を特徴としている。
【０００８】
　このような構成によれば、第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかに形成さ
れた凹部（１０ａ）に釦型電池（１２）を収納し、係止部（１０ｂ）により回路基板（１
５）を係止させた状態で、回路基板（１５）の一面と釦型電池（１２）の一面とが接合さ
れ、第１のケース部材（１０）および第２のケース部材（１１）を嵌合させることにより
組み付けを完了することができ、組み付け性を向上することができる。また、釦電池を支
持するための電池支持枠が不要であり、電池支持枠により無駄なスペースが取られないの
で、小型化が可能である。
【０００９】
　ところで、小型の釦型電池を用いた場合電池寿命が短くなるため、電池の寿命を長期化
させるためには、ある程度大きな釦型電池を用いる必要がある。しかし、釦型電池のサイ
ズが大きくなると、ケース全体のサイズも大型化してしまう。また、電池とアンテナの距
離も短くなるため、釦型電池により電波が遮断されて電波伝搬特性が低下してしまう。
【００１１】
　しかし、上記した構成によれば、アンテナは、釦型電池（１２）の外周よりも外側の領
域に配置されているので、釦型電池により電波が遮断されて電波伝搬特性が低下すること
を抑制することができる。
【００１２】
　また、上記目的を達成するため、請求項２に記載の発明は、釦型電池（１２）と、アン
テナが配置された回路基板（１５）と、釦型電池（１２）および回路基板（１５）を積層
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配置して格納するケースと、を備え、釦型電池（１２）を電源としてアンテナより送信電
波を送信する携帯型送信機（１）であって、ケースは、第１のケース部材（１０）および
第２のケース部材（１１）を嵌合することにより構成されるようになっており、第１、第
２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、釦型電池（１２）を収納するための凹部
（１０ａ）が形成され、更に、第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかには、
回路基板（１５）を係止するための係止部（１０ｂ）が形成されており、釦型電池（１２
）は、当該釦型電池（１２）の中心位置と回路基板（１５）の中心位置とが異なるように
偏芯して配置され、回路基板（１５）上において、釦型電池（１２）および回路基板（１
５）の積層方向に釦型電池（１２）の外形と重ならない領域が広域化されており、アンテ
ナは、広域化された領域を利用して配置されており、凹部（１０ａ）に釦型電池（１２）
が収納され、係止部（１０ｂ）により回路基板（１５）が係止された状態で、回路基板（
１５）の一面と釦型電池（１２）の一面とが接合され、第１のケース部材（１０）および
第２のケース部材（１１）が嵌合していることを特徴としている。
【００１３】
　このような構成によれば、第１、第２のケース部材（１０、１１）のいずれかに形成さ
れた凹部（１０ａ）に釦型電池（１２）を収納し、係止部（１０ｂ）により回路基板（１
５）を係止させた状態で、回路基板（１５）の一面と釦型電池（１２）の一面とが接合さ
れ、第１のケース部材（１０）および第２のケース部材（１１）を嵌合させることにより
組み付けを完了することができ、組み付け性を向上することができる。また、釦電池を支
持するための電池支持枠が不要であり、電池支持枠により無駄なスペースが取られないの
で、小型化が可能である。
　また、釦型電池（１２）は、当該釦型電池（１２）の中心位置と回路基板（１５）の中
心位置とが異なるように偏芯して配置され、回路基板（１５）上において、釦型電池（１
２）および回路基板（１５）の積層方向に釦型電池（１２）の外形と重ならない領域が広
域化されており、アンテナは、広域化された領域を利用して配置されるので、釦型電池（
１２）の中心位置と回路基板（１５）の中心位置とを一致させて配置する場合と比較して
、アンテナと釦型電池との距離が長くなり、釦型電池による電波伝搬特性の低下を更に抑
制することができる。
【００１４】
　また、アンテナは、請求項３に記載の発明のように、直交するように配置された２つの
１軸アンテナ素子（１６ａ、１６ｂ）により構成することができ、また、請求項４に記載
の発明のように、回路基板（１５）に配線パターンとして形成されたパターンアンテナ（
１７）により構成することもできる。
【００１５】
　また、アンテナは、請求項５に記載の発明のように、回路基板（１５）の一面側に、直
交するように２つの１軸アンテナ素子（１６ａ、１６ｂ）を配置し、回路基板（１５）の
他面側に、パターンアンテナ（１７）を配線パターンとして形成することもできる。
【００１６】
　また、請求項６に記載の発明は、釦型電池（１２）および回路基板（１５）の積層方向
から見たケースの外形が円形となっていることを特徴としている。
【００１７】
　このような構成によれば、釦型電池および回路基板の積層方向から見たケースの外形が
釦型電池と同様の円形となっており、無駄なスペースを排除することが可能であるため、
ケースの容積を最小にすることが可能である。
【００１８】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る携帯型送信機の概略構成を示す図である。
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【図２】回路基板の表面に搭載された２つの１軸アンテナの配置について説明するための
図である。
【図３】回路基板の裏面に形成されたパターンアンテナの配置について説明するための図
である。
【図４】携帯型送信機の組み付けについて説明するための図である。
【図５】携帯型送信機の組み付けについて説明するための図である。
【図６】携帯型送信機の組み付けについて説明するための図である。
【図７】携帯型送信機の組み付けについて説明するための図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る携帯型送信機の回路基板における１軸アンテナおよ
びパターンアンテナの配置について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る携帯型送信機の概略構成を図１に示す。本携帯型送信機１
は、車両のドアの施錠、解錠、車両のエンジン等の始動を行うスマートエントリシステム
に用いられるもので、車両に搭載された車両側機器（図示せず）との間で、携帯型送信機
１の照合のための電波の送受信を行うようになっている。
【００２１】
　本携帯型送信機１は、第１のケース部材１０、第２のケース部材１１、釦型電池１２、
Ｏリング１３、ターミナル１４および回路基板１５により構成されている。なお、図１に
は、携帯型送信機１の組み付け前の様子が示されている。
【００２２】
　いずれも樹脂製の第１のケース部材１０および第２のケース部材１１を嵌合することに
よりケースが構成されるようになっており、このケース内に釦型電池１２、ターミナル１
４および回路基板１５が積層配置されるようになっている。
【００２３】
　釦型電池１２は、略円柱形状をなしており、プラス電極およびマイナス電極を有してい
る。なお、釦型電池１２の外形寸法は、電池の種類および規格により異なる。
【００２４】
　第１のケース部材１０におけるケースの内側となる位置には、釦型電池１２を収納する
ための凹部１０ａが形成されている。また、この凹部１０ａの周縁に沿うように回路基板
１５を係止するための係止部１０ｂが３つ形成されている。
【００２５】
　第１のケース部材１０には、電池交換の際に、第１のケース部材１０と第２のケース部
材１１を分離するために板状部材を挿入するための切欠部１０ｃが形成されている。この
切欠部１０ｃに板状部材を挿入して、第１のケース部材１０と第２のケース部材１１を分
離するようになっている。
【００２６】
　ターミナル１４は、釦型電池１２の各電極（プラス電極、マイナス電極）と、回路基板
１５の裏面に形成された電極パッドとの間の電気的接続を行うものである。本実施形態に
おけるターミナル１４は、予め回路基板１５の裏面に形成された電極パッドに半田固定さ
れている。
【００２７】
　Ｏリング１３は、第１のケース部材１０と第２のケース部材１１との嵌合部の気密性を
確保するためのものであり、弾性ゴムあるいは樹脂により構成されている。Ｏリング１３
は、第１のケース部材１０に形成された段差と、第２のケース部材１１に形成された段差
との間に配置されるようになっている。
【００２８】
　回路基板１５は、円形状をなしており、第１のケース部材１０に形成された３つの係止
部１０ｂに対応する位置には、それぞれ切欠部が設けられている。係止部１０ｂにより回
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路基板１５の各切欠部が係止された状態で、ターミナル１４を介して回路基板１５の裏面
と釦型電池１２の一面が接合するようになっている。
【００２９】
　回路基板１５の表面には、２つの１軸アンテナ１６ａ、１６ｂ、制御回路１６ｃ等の回
路素子が搭載されている。また、回路基板１５の裏面には、パターン配線により構成され
る後述するパターンアンテナ１７が形成されている。
【００３０】
　１軸アンテナ１６ａ、１６ｂは、近距離用の電波の送信および受信を行うためのもので
あり、パターンアンテナ１７は、長距離用の電波の送信を行うためのものである。なお、
１軸アンテナ１６ａ、１６ｂの送信電波の周波数帯域はＬＦ帯となっており、パターンア
ンテナ１７の送信電波の周波数帯域は、ＲＦ帯となっている。
【００３１】
　１軸アンテナ１６ａと１軸アンテナ１６ｂは、互いに直交するように回路基板１５上に
搭載されている。２軸（Ｘ軸、Ｙ軸）対応の２軸アンテナは、チップサイズが大きくなる
ため、本実施形態では、このように２つの１軸アンテナ１６ａ、１６ｂを直交するように
配置して２軸アンテナを構成している。
【００３２】
　図２に、回路基板１５の表面に搭載された１軸アンテナ１６ａ、１６ｂの配置を示す。
また、図３に、回路基板１５の裏面に形成されたパターンアンテナ１７の配置を示す。な
お、図２、３には、釦型電池１２の外形を点線で示してある。
【００３３】
　本実施形態に係る携帯型送信機１では、釦型電池１２の外形と重ならない領域を広域化
するように、すなわち、回路基板１５において釦型電池１２および回路基板１５の積層方
向に釦型電池１２の外形と重ならない領域を広域化するように、釦型電池１２は、当該釦
型電池１２の中心位置Ｏ２と回路基板１５の中心位置Ｏ１とが異なるように偏芯して配置
されている。
【００３４】
　そして、各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７は、上記広域化された領域（図２における左
上部）を利用して配置されている。なお、広域化された領域を利用して配置されるとは、
広域化された領域内に配置されることを意味するだけではなく、広域化された領域を少な
くとも含むように配置されることを意味する。本実施形態では、広域化された領域内に各
アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７が配置されている。
【００３５】
　釦型電池１２は、金属製のカバーで覆われているため、アンテナの近くに釦型電池１２
が配置されると、釦型電池１２により電波が遮断され指向性が低下してしまう。携帯型送
信機の小型化を図ると、アンテナの近くに釦型電池１２を配置せざるを得なくなり、電波
を遮断して指向性が低下してしまうが、本実施形態では、上記したように釦型電池１２の
中心位置Ｏ２と回路基板１５の中心位置Ｏ１とが異なるように偏芯させて、回路基板１５
上において、釦型電池１２および回路基板１５の積層方向に釦型電池１２の外形と重なら
ない領域を広域化し、この広域化した領域に各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７を配置する
ことで、各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７と釦型電池１２との距離を確保し、ケース外形
の小型化と送信電波の指向性の向上の両立を図るようにしている。
【００３６】
　制御回路１６ｃは、メモリを内蔵したマイコンとして構成されており、メモリに記憶さ
れたプログラムに従って各種処理を実施するようになっている。
【００３７】
　次に、図４～図７を参照して、本携帯型送信機１の組み付けについて説明する。まず、
図４に示すように、第１のケース部材１０を用意した後、図５に示すように、第１のケー
ス部材１０に形成された凹部１０ａに釦型電池１２を挿入する。
【００３８】
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　次に、図６に示すように、回路基板１５の裏面に固定されたターミナル１４と釦型電池
１２の接続が確実となるように、釦型電池１２の上方に回路基板１５を配置し、この回路
基板１５を係止部１０ｂにより係止させる。このように、回路基板１５を係止部１０ｂに
より係止させることで、回路基板１５は第１のケース部材１０に固定され、回路基板１５
の裏面と釦型電池１２の上面が接合する。
【００３９】
　次に、図７に示すように、第１のケース部材１０の段差１０ｃにＯリング１３を嵌めた
後、第１のケース部材１０および第２のケース部材１１を嵌合させ、組み付けが完了する
。なお、図７では、第２のケース部材１１の一部を省略して記載してある。
【００４０】
　上記した構成によれば、第１のケース部材１０に形成された凹部１０ａに釦型電池１２
を収納し、係止部１０ｂにより回路基板１５を係止させた状態で、回路基板１５の一面と
釦型電池１２の一面とが接合され、第１のケース部材１０および第２のケース部材１１を
嵌合させることにより組み付けを完了することができ、組み付け性を向上することができ
る。また、釦電池を支持するための電池支持枠が不要であり、電池支持枠により無駄なス
ペースが取られないので、小型化が可能である。
【００４１】
　ところで、小型の釦型電池を用いた場合電池寿命が短くなるため、電池の寿命を長期化
させるためには、ある程度大きな釦型電池を用いる必要がある。しかし、釦型電池のサイ
ズが大きくなると、ケース全体のサイズも大型化してしまう。また、電池とアンテナの距
離も短くなるため、釦型電池により電波が遮断されて電波伝搬特性が低下してしまう。
【００４２】
　しかし、上記した構成によれば、釦型電池（１２）は、当該釦型電池（１２）の中心位
置と回路基板（１５）の中心位置とが異なるように偏芯して配置され、回路基板（１５）
上において、釦型電池（１２）および回路基板（１５）の積層方向に釦型電池（１２）の
外形と重ならない領域が広域化されており、アンテナ（１６ａ、１６ｂ、１７）は、広域
化された領域を利用して配置されているので、釦型電池１２の中心位置と回路基板１５の
中心位置とを一致させて配置する場合と比較して、アンテナと釦型電池との距離が長くな
り、釦型電池による電波伝搬特性の低下を抑制することができる。
【００４３】
　なお、本実施形態では、広域化された領域内、すなわち、釦型電池１２の外形と重なっ
ていない領域に各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７が入るように配置されているが、少なく
とも広域化された領域を含むように各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７を配置することで、
各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７の一部が釦型電池１２の外形と重なる領域にはみ出して
いても、釦型電池１２により電波が遮断され指向性が低下してしまうことを防止すること
が可能である。
【００４４】
　（第２実施形態）
　本実施形態に係る携帯型送信機１における回路基板１５の表面に配置された１軸アンテ
ナ１６ａ、１６ｂおよびパターンアンテナ１７の配置を図８に示す。なお、この図には、
釦型電池１２の位置を点線で示してある。以下、上記第１実施形態と同一部分については
同一符号を付して説明を省略し、異なる部分を中心に説明する。
【００４５】
　図に示すように、本実施形態では、回路基板１５の表面に、１軸アンテナ１６ａ、１６
ｂおよびパターンアンテナ１７が、それぞれ釦型電池１２の外周よりも外側の領域に配置
されている。また、本実施形態では、釦型電池１２の中心位置Ｏ２と回路基板１５の中心
位置Ｏ１を一致させるように釦型電池１２が配置されている。
【００４６】
　このように、回路基板１５における釦型電池１２と接する側の面（裏面）と反対側の面
（表面）で、かつ、釦型電池１２の外周よりも外側の領域に、各アンテナ１６ａ、１６ｂ
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、１７を配置して、釦型電池１２と各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７との距離を確保し、
ケース外形の小型化と送信電波の指向性の向上を両立するようにしている。
【００４７】
　（その他の実施形態）
　上記第１、第２実施形態では、第１のケース部材１０に、釦型電池１２を収納するため
の凹部１０ａを形成し、更に、第１のケース部材１０に、回路基板１５を係止するための
係止部１０ｂを形成して構成を示したが、このような構成に限定されるものではなく、例
えば、第２のケース部材１１に、釦型電池１２を収納するための凹部を形成し、更に、第
２のケース部材１１に、回路基板１５を係止するための係止部１０ｂを形成するように構
成してもよい。また、第１のケース部材１０に、釦型電池１２を収納するための凹部１０
ａを形成し、第２のケース部材１１に、回路基板１５を係止するための係止部１０ｂを形
成するように構成してもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、回路基板１５を係止部１０ｂにより係止させることで、回路
基板１５が第１のケース部材１０に固定され、回路基板１５の裏面と釦型電池１２の上面
が接合する構成となっているが、例えば、回路基板１５を係止部１０ｂにより係止させた
後、第１のケース部材１０と第２の第２のケース部材１１を嵌合させることによって、回
路基板１５が第１のケース部材１０に固定され、回路基板１５の裏面と釦型電池１２の上
面が接合する構成としてもよい。
【００４９】
　また、上記第１、第２実施形態では、ターミナル１４を、予め、回路基板１５の裏面に
形成された電極パッドに半田固定した構成を示したが、このような構成に限定されるもの
ではなく、例えば、回路基板１５を組み付ける途中でターミナル１４をケース内に収納す
るように構成してもよい。
【００５０】
　また、上記第１、第２実施形態では、回路基板１５が円形状をなしていたが、円形に限
定されるものではない。また、上記第１、第２実施形態では、釦型電池１２および回路基
板１５の積層方向から見たケースの外形が円形となっていたが、円形以外の形状、例えば
、楕円形状、四角形状であってもよい。
【００５１】
　上記第１、第２実施形態では、１軸アンテナ１６ａ、１６ｂとパターンアンテナ１７を
回路基板１５上に配置したが、これらのアンテナの全てを回路基板１５上に配置する必要
はない。また、上記した各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７以外のアンテナを回路基板１５
上に配置するように構成してもよい。また、１チップの２軸アンテナ、あるいは１チップ
の３軸アンテナを回路基板１５上に配置するように構成してもよい。
【００５２】
　また、上記第１実施形態では、１軸アンテナ１６ａ、１６ｂおよびパターンアンテナを
、それぞれ釦型電池１２の外周よりも外側の領域に配置し、第２実施形態では、釦型電池
１２の中心位置と回路基板１５の中心位置とが異なるように偏芯させて、回路基板１５に
形成される、釦型電池１２および回路基板１５の積層方向に釦型電池１２の外形と重なら
ない領域を広域化し、この広域化した領域に各アンテナ１６ａ、１６ｂ、１７を配置した
が、各アンテナの配置位置は上記した例に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　携帯型送信機
　１０　第１のケース部材
　１１　第２のケース部材
　１２　釦型電池
　１３　Ｏリング
　１４　ターミナル
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　１５　回路基板
　１６　１軸アンテナ
　１７　パターンアンテナ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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【図６】

【図７】
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